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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】インプラントに用いられる利便性の高い連結人
工歯列を提供する。
【解決手段】樹脂製の複数の人工歯１１が一体に連結さ
れており、１つの面に咬合面１１ａが形成されるととも
に、咬合面とは反対側の面には、人工歯根との連結部材
が挿入されるべき穴が設けられている連結人工歯列１０
である。ここで、「人工歯根との連結部材」は、人工歯
根に連結されるアバットメント、シリンダー等を挙げる
ことができる。連結人工歯列１０の穴は全ての人工歯１
１に設けることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂製の複数の人工歯が一体に連結されており、１つの面に咬合面が形成されるととも
に、前記咬合面とは反対側の面には、人工歯根との連結部材が挿入されるべき穴が設けら
れている、連結人工歯列。
【請求項２】
　前記穴は全ての前記人工歯に設けられている請求項１に記載の連結人工歯列。
【請求項３】
　前記人工歯がポリメタクリル酸メチル樹脂により形成されている請求項１又は２に記載
の連結人工歯列。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラントに用いられる、複数の人工歯が連結されてなる連結人工歯列に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　義歯を利用する人々にとって、義歯は体の一部として機能し、日常生活を送る上で欠か
すことができないものである。また義歯等の上部構造体は毎日口腔内で機能していること
から、その消耗も激しく、一定の期間でメンテナンスを行い、新しい上部構造体への取り
換えが必要である。
【０００３】
　特許文献１には、義歯やインプラントの暫間補綴物、最終補綴物の連結歯に関する発明
が開示されている。これは、複数の人工歯が連結材料により繋ぎ合わされており、人工歯
を義歯床に固定する際に複数の人工歯をまとめて排列することが可能とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２６１９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　人工歯根（インプラント）を顎骨に埋設し、当該人工歯根のうち口腔内側に配置された
端部に連結部材として機能するアバットメントを取り付け、ここに人工歯を取り付ける、
いわゆるインプラント治療がある。このようなインプラント治療に用いる人工歯について
もより利便性の高いものが求められている。しかしながら、従来技術ではインプラントに
ついてこのような検討がなされてこなかった。
【０００６】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑み、インプラントに用いられる利便性の高い連結人工
歯列を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、本発明について説明する。ここではわかりやすさのため括弧書きにて図面の参照
符号を付すが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０００８】
　本発明の１つの態様は、樹脂製の複数の人工歯（１１）が一体に連結されており、１つ
の面に咬合面（１１ａ）が形成されるとともに、咬合面とは反対側の面には、人工歯根と
の連結部材が挿入されるべき穴（１２）が設けられている、連結人工歯列（１０）である
。  ここで、「人工歯根との連結部材」は、人工歯根に連結されるアバットメント、シリ
ンダー等を挙げることができる。
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【０００９】
　連結人工歯列（１０）の穴（１２）は全ての人工歯（１１）に設けることができる。
【００１０】
　上記人工歯（１１）は樹脂材料であり、ポリメタクリル酸メチル樹脂により形成されて
いてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、インプラントに取り付ける人工歯を複数まとめて取り扱うことができ
、利便性が高い。また、ＣＡＤ／ＣＡＭを使用して樹脂材料で加工するため、義歯やイン
プラント補綴物で症例を選ばずに使用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】連結人工歯列１０の斜視図である。
【図２】連結人工歯列１０を咬合面１１ａ側から見た図である。
【図３】連結人工歯列１０を穴１２が設けられた側から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下本発明を図面に示す形態に基づき説明する。ただし本発明はこれら形態に限定され
るものではない。
【００１４】
　図１は、１つの形態にかかる連結人工歯列１０の斜視図、図２は連結人工歯列１０を咬
合面側からみた平面図、図３は連結人工歯列１０を穴１２側から見た裏面図をそれぞれ示
した。
【００１５】
　図１～図３よりわかるように、連結人工歯列１０は、複数の人工歯１１が連結して一体
に形成されている。各人工歯１１は咬合面１１ａを有しており、天然歯の咬合面が模擬さ
れ、天然歯の咬合面と同様に機能するように凹凸を具備する。一方、咬合面１１ａとは反
対側となる面には、人工歯根（インプラント）との連結部材であるアバットメント、シリ
ンダーに連結する穴１２が設けられている。
【００１６】
　穴１２は全ての人工歯１１に設けられていることが好ましい。これにより人工歯根が配
置された位置に対して柔軟に対応することができる。ただし、これに限られることはなく
、連結人工歯列１０が適切に口腔内に保持できる限りにおいて、少なくとも１つの人工歯
１１に穴１２が設けられていればよい。従って、必要に応じて１又は複数の人工歯１１に
穴１２が形成される。
【００１７】
　ここで、連結人工歯列１０は人工歯１１からなり、歯肉を模した部位を有していない。
従って、その作製も容易である。
【００１８】
　このような連結人工歯列１０によれば、人工歯根に対してまとめて人工歯１１を取り付
けることができるため利便性を高めることができる。
【００１９】
　連結人工歯列１０を構成する樹脂材料としては、特に限定されることはないが、ポリメ
タクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）等を挙げることができる。ＰＭＭＡを用いることによ
り口腔内での安定性を高めることができる。
【００２０】
　連結人工歯列１０に含まれる人工歯１１の数は２つ以上であればよく、その数は限定さ
れない。上記形態のように全歯を含むものであってもよいし、一部であってもよい。
【００２１】
　このような連結人工歯列１０は、例えば次のように作製することができる。以下に連結
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人工歯列１０の作製方法の１つの例としてＣＡＤ／ＣＡＭを用いた例を説明する。
【００２２】
　初めに、現状における患者の口腔内の形態を得るため、そのときに使用している義歯の
咬合面形態を三次元計測機、又は口腔内計測器で計測し、ＣＡＤにデータとして形状を取
り込む。
  得られたデータからＣＡＤにて作図を行い、データが不足している部分をＣＡＤ上にて
補って修整する。
  このようにして得られた歯牙形状のデータをＣＡＭを用いて工作機械を制御し、板状の
ＰＭＭＡ等の材料から連結人工歯列１０を削り出す。
  これにより連結人工歯列１０を作製することができる。
【００２３】
　以上のような連結人工歯列１０は口腔内に装着されて義歯又はインプラントブリッジと
して機能する。すなわち、口腔内の顎骨に埋設された人工歯根（インプラント）のうち口
腔内側の端部に、アバットメントやシリンダーが取り付けられる。そして、このアバット
メントやシリンダーを連結人工歯列１０の穴１２に挿入することにより、連結人工歯列１
０が口腔内に固定される。
【符号の説明】
【００２４】
　　１０　連結人工歯列
　　１１　人工歯
　　１１ａ　咬合面
　　１２　穴

【図１】

【図２】

【図３】
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